
令 和 ６ 年 ９ 月 ２日

国 土 交 通 省

山 国 川 河 川 事 務所

山国川における取水制限等の解除及び

山国川河川事務所渇水対策支部の解散について

山国川流域では少雨傾向が続いていたことから、令和６年８月２６日に、山国

川中下流域水利用連絡協議会 第２回代表幹事会を開催し、耶馬渓ダムの貯水率が

４０％を下回った時点で、上水道２０％、工業用水７０％、農業用水３０％の取

水制限を行う予定でしたが、台風１０号の接近に伴い取水制限を見合わせており

ました。

今回の降雨により、耶馬渓ダムの貯水率及び山国川の流況が回復したことから、

本日、９月２日９時をもって、取水制限等（自主節水を含む）を解除することと

しました。

耶馬渓ダムの貯水率 ９４．５％（９月２日 ９時現在）

また、併せて「山国川河川事務所渇水対策支部」（支部長：山国川河川事務所長）

を同日同時刻に解散いたします。

これまで節水にご理解、ご協力を頂きありがとうございました。

引き続き、山国川流域での水資源の有効利用のため、節水へのご協力をお願いします。

問い合わせ先

山国川河川事務所渇水対策支部

国土交通省山国川河川事務所（電話０９７９－２４－０５７１）

技術副所長 最所 敏明（内線２０４）

事業対策官 南 知浩 （内線２０８） ※ダム関係

管理課長 中島 清文（内線３３１）


